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定
年
延
長
を
見
送
り
、
希
望
者
全
員
の
再
任
用
の
義
務
化
へ

＝
国
家
公
務
員
の
年
金
支
給
ま
で
の
雇
用
継
続
＝

フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
が
基
本
、
ど
う
な
る
勤
務
条
件

平
成
２
５
年
度
退
職
者
か
ら
年
金
支
給
が
ゼ
ロ
に
な
る
こ
と
か

ら
、
人
事
院
は
「
段
階
的
に
定
年
年
齢
を
引
き
上
げ
る
こ
と
」
と
の

意
見
の
申
し
出
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
政
府
の
国
家
公
務
員
制
度

改
革
推
進
本
部
・
行
政
改
革
実
行
本
部
は
、
人
事
院
の
意
見
を
退
け
、

『
定
年
退
職
す
る
職
員
が
フ
ル
タ
イ
ム
再
任
用
を
希
望
す
る
場
合
、

当
該
職
員
の
任
命
権
者
は
、
定
年
退
職
日
の
翌
日
、
常
時
勤
務
を
要

す
る
官
職
に
当
該
職
員
を
採
用
す
る
こ
と
に
す
る
こ
と
』
な
ど
の
基

本
方
針
を
決
定
し
ま
し
た
。(

平
成
２
４
年
３
月
２
４
日)

短
時
間
勤
務
に
つ
い
て
は
、『
定
年
退
職
す
る
職
員
が
短
時
間
勤
務

を
希
望
す
る
場
合
、
任
命
権
者
が
で
き
る
限
り
当
該
希
望
に
添
っ
た

対
応
が
で
き
る
よ
う
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
』
と
し
て
い
ま
す
。

政
府
が
人
事
院
の
意
見
の
申
し
出
を
切
り
捨
て
た
こ
と
に
は
問
題

は
残
り
ま
す
が
、
ユ
ニ
オ
ン
は
再
任
用
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
『
実
践

し
て
意
見
・
要
求
を
反
映
す
る
』
と
し
て
、
職
場
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど

も
踏
ま
え
、

国
交
省
、
人
事
院
、
総
務
省
な
ど
に
要
求
提
出
、
粘
り

強
く
追
及
し
、
本
人
の
希
望
、
経
験
を
生
か
し
た
仕
事
、
管
理
職
経

験
者
の
３
級
採
用
な
ど
、
重
要
な
改
善
を
実
現
し
て
き
ま
し
た
。

方
針
で
は
『
定
年
前
よ
り
低
い
職
責
の
補
完
的
な
職
務
に
再
任
用

す
る
形
で
は
、
希
望
者
全
員
を
６
５
歳
ま
で
雇
用
す
る
仕
組
み
と
し

て
十
分
機
能
す
る
こ
と
は
難
し
い
』
と
し
、『
再
任
用
職
員
が
担
う
職

務
の
あ
り
方
等
を
検
討
す
る
』
と
し
て
い
ま
す
が
、
低
賃
金
で
責
任

と
仕
事
だ
け
押
し
つ
け
ら
れ
る
の
で
は
た
ま
り
ま
せ
ん
。
安
心
し
て

働
け
る
職
場
環
境
を
作
っ
て
い
く
の
は
み
ん
な
の
力
の
結
集
が
カ
ギ

と
な
り
ま
す
。

中
村
元
委
員
長
が
逝
去
さ
れ
ま
し
た

中
村
皓
一
元
委
員
長
が
３
月
１
８
日
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

心
筋
梗
塞
と
言
う
こ
と
で
す
が
、
ま
だ
六
八
歳
と
い
う
若
さ

で
、
あ
ま
り
に
も
突
然
の
訃
報
に
驚
く
ば
か
り
で
す
。

中
村
さ
ん
は
２
０
０
１
年
か
ら
２
０
０
３
年
ま
で
２
期
委
員
長

を
歴
任
さ
れ
、
ユ
ニ
オ
ン
発
展
の
た
め
に
ご
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。

退
職
後
は
全
建
労
退
職
者
の
会
の
会
長
を
務
め
る
一
方
、
特
技

を
生
か
し
て
「
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
」
で
庭
木
や
盆
栽
の

剪
定
な
ど
を
行
い
、
地
域
で
喜
ば
れ
た
り
、
山
歩
き
の
会
な
ど

を
組
織
し
、
仲
間
作
り
と
革
新
運
動

の
前
進
の
た
め
に
が
ん
ば
っ
て
い
ま

し
た
。

心
か
ら
ご
冥
福
を

お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

副所長等からの再任用は『指導官』
本局採用は週４日勤務

管
理
職
員
等
か
ら
の
採
用
が
上
回
る

ユ
ニ
オ
ン
の
調
査
か

ら
平
成
２
４
年
度
の
再

任
用
の
実
態
が
明
ら
か

に
な
り
ま
し
た
。

２
４
年
度
の
特
徴
は

①

旧
建
設
で
は
再
任

用
者
全
体
が
４
０
２
人

と
４
０
０
人
を
超
え
、

そ
の
う
ち
管
理
職
員
等

(
管
理
職
経
験
ポ
ス
ト)

か
ら
の
再
任
用
が
一
般

職
員
を
上
回
っ
た
こ

と
。

②

新
た
に
『
指
導
官
』

ポ
ス
ト
が
新
設
さ
れ
、

副
所
長
以
上
か
ら
１
７

名
が
発
令
さ
れ
、
本
局

勤
務
者
は
週
４
日
勤
務

と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

③

併
任
・
所
属
先
の

変
更
が
こ
れ
ま
で
に
な

く
多
く
な
っ
て
い
る
。

こ
と
で
す
。

勤
務
環
境
・
処
遇
改
善
が
急
務

２
５
年
度
募
集
要
項
に
向
け
、
緊
急
要
求
提
出

政
府
が
定
年
延
長
を
見
送
っ
た
こ
と
、
勧
奨
退
職
が
減
少
し
、

再
任
用
の
在
職
が
５
年
に
な
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
今
後
再
任
用

者
が
大
幅
に
増
大
す
る
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。

今
後
職
場
で
再
任
用
者
の
比
重
が
大
き
く
な
る
に
伴
い
、
こ

れ
ま
で
の
仕
事
の
配
置
な
ど
を
見
直
し
、
本
格
的
に
再
任
用
者

の
経
験
と
能
力
を
生
か
し
、
意
欲
を
持
っ
て
働
く
職
場
環
境
の

整
備
と
そ
れ
に
伴
う
処
遇
の
改
善
が
課
題
に
な
り
ま
す
。

ユ
ニ
オ
ン
は
こ
れ
ま
で
も
勤
務
環
境
や
処
遇
の
改
善
を
要
求

し
、
２
級
採
用
か
ら
３
級
採
用
へ
の
格
付
け
改
善
な
ど
重
要
な

要
求
前
進
を
勝
ち
取
っ
て
き
ま
し
た
が
“
本
格
的
な
再
任
用
の

時
代
”
を
迎
え
る
に
当
た
っ
て
、
こ
れ
ら
の
改
善
が
急
務
と
な

っ
て
い
ま
す
。

六
〇
歳
定
年
以
降
の
働
き
方
、
再
任
用
へ
の
要
求
は
大
会
以

降
職
場
ア
ン
ケ
ー
ト
で
集
約
を
予
定
し
て
い
ま
す
が
、
次
年
度

(

２
５
年
度)

の
再
任
用
募
集
要
項
は
例
年
五
月
末
に
出
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
対
応
し
て
「
指
導
官
へ
の
登
用
」
と
「
三

級
以
上
の
格
付
け
登
用
」
「
本
人
の
希
望
を
尊
重
し
、
経
験
、

能
力
を
生
か
し
た
仕
事
」
「
出
張
所
勤
務
」
な
ど
、
当
面
の
要

求
を
提
出
し
ま
す
。



国
家
公
務
員
の
賃
金
削
減
法

案
が
議
員
立
法
で
強
行
さ
れ
、

四
月
の
給
与
か
ら
削
減
さ
れ
ま

す
。管

理
職
員
で
は
本
給
で
７
．

８
％
、
管
理
職
手
当
も
含
む
諸

手
当
の
削
減
で
年
間
６
０
万
円

近
い
削
減
と
な
り
ま
す
。

職
場
で
は
「
ロ
ー
ン
を
抱
え
、

子
供
の
教
育
費
も
あ
る
」
「
車

を
見
直
さ
な
け
れ
ば
い
け
な

い
」
「
お
母
ち
ゃ
ん
か
ら
遣
い

の
削
減
を
通
告
さ
れ
た
」
な
ど

悲
鳴
が
上
が
り
、
共
済
貯
金
の

見
直
し
へ
の
問
い
合
わ
せ
が
続

出
し
て
い
る
状
況
も
生
ま
れ
て

い
ま
す
。

公
務
員
の
賃
金
は
人
事
院
が

民
間
の
賃
金
を
調
査
・
比
較
し

て
、
民
間
と
の
均
衡
を
と
っ
て

決
定
さ
れ
ま
す
。
賃
金
は
労
働

基
本
権
の
も
と
、
労
・
使
交
渉

で
決
め
る
こ
と
が
本
筋
と
し
て

も
、
人
事
院
勧
告
は
代
償
機
関

と
し
て
の
勧
告
制
度
で
あ
り
、

現
行
の
法
制
度
で
す
。

格
差
是
正
は

人
事
院
の
義
務

時
の
政
府
の
思
惑
や
財
政
事

情
で
法
制
度
を
踏
み
に
じ
り
、

公
務
員
の
生
活
の
糧
を
一
方
的

に
奪
う
こ
と
な
ど
絶
対
に
許
さ

れ
ま
せ
ん
。

人
事
院
は
本
年
度
の
勧
告
に

向
け
て
こ
れ
か
ら
民
間
の
調
査

に
入
り
ま
す
が
、
本
来
な
ら
「
削

減
撤
回
の
勧
告
」
を
す
べ
き
で

す
が
、
少
な
く
て
も
削
減
さ
れ

た
公
務
員
の
賃
金
水
準
と
比
較

し
、
そ
の
差
額
の
回
復
を
勧
告

す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
す
れ
ば
削
減
さ
れ
た
何

割
か
は
１
年
で
回
復
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

「
２
年
で
終
わ
り
と
は
な
ら
な

い(

民
主
党
前
原
政
調
会
長)

な

ど
の
発
言
が
あ
る
中
、
早
急
に

回
復
の
措
置
を
執
る
べ
き
で

す
。ま

た
、
国
公
大
臣
に
は
「
直

接
職
員
の
声
を

聞
け
」
と
申
し

入
れ
て
き
ま
し

た
が
、
い
ま

だ
無
視
し
て

い
ま
す
。

国
公
大
臣

は
職
員
の
声

を
代
弁
し
、

使
用
者
責
任

を
き
ち
ん
と

果
た
す
べ
き

で
す
。
ユ
ニ

オ
ン
は
こ
う

し
た
立
場
か

ら
要
求
書
を

れ
ぞ
れ
提
出

し
ま
す
。

第
十

五
回
定
期
全
国
大
会
召

集

国
交
管
ユ
ニ
オ
ン
規
約
第
十
一
条
及
び
議
事
運
営

細
則
第
四
条
に
基
づ
き
、
第
十
四
回
定
期
全
国
大
会

を
召
集
し
ま
す

日
時

二
〇
一
二
年

五
月
二
六
日
（
土
）

五
月
二
七
日
（
日
）

場
所

愛
知
県
豊
橋
市
神
野
新
田
町
ミ
ノ
割
一-

三

ホ
テ
ル
シ
ー
パ
レ
ス
リ
ゾ
ー
ト

議
題

①
二
〇
一
一
年
度
運
動
の
総
括
及
び

二
〇
一
二
年
度
運
動
方
針
（
案
）

②
二
〇
一
二
年
度
財
政
方
針
（
案
）

③
二
〇
一
一
年
度
会
計
監
査
報
告

二
〇
一
二
年
四
月
九
日

中
央
執
行
委
員
長

岡
村

昌
美

二
〇
一
二
年
度
中
央
諸
役
員
の
立
候
補
受
付

二
〇
一
一
年
度
諸
役
員
の
任
期
満
了
に
伴
い
、
二

〇
一
二
年
度
中
央
諸
役
員
の
選
出
を
お
こ
な
う
の

で
、
左
記
の
と
お
り
立
候
補
受
付
を
公
示
し
ま
す
。

一
、
役
員
と
定
数

国
交
管
ユ
ニ
オ
ン
規
約
第
二
四
条
に
よ
る

二
、
立
候
補
の
締
切
日

二
〇
一
二
年
五
月
二
７
日

三
、
選
挙

二
〇
一
一
年
五
月
二
七
日
に
大
会
代
議
員
の
投

票
に
よ
り
行
う

四
、
立
候
補
の
届
出

立
候
補
す
る
組
合
員
は
中
央
選
挙
管
理
委
員
長

宛
に
届
け
出
る
こ
と
。

届
出
先
は
国
交
管
ユ
ニ
オ
ン
中
央
本
部
ま
で
。

二
〇
一
二
年
四
月
九
日

中
央
選
挙
管
理
委
員
長

賃金削減＝職場の怒り、職員の悲鳴をよく聞け

人事院は「削減回復の勧告」を行え
ユニオンが人事院と国公大臣に要求書を提出

人事院がユニオンの要望を踏まえ
管理職員の「深夜勤務」の実態調査

ユニオンは管理職職員の勤務手当について、「少なくても防災

出動時は管理職手当の範疇外」まして「民間で出されている深夜

の手当は早急に支給すべき」とかねてから強く要求し、人事院本

院、各地方事務局との交渉を重ねてきました。

人事院は、このたび(２０１２年３月)事務所課長、出張所長など

をピックアップして管理職員の超勤実態調査を行っています。

本省も団体交渉で「深夜の手当支給を要望している」と明言して

います。 削減ばかりがまかり通る中、少なくても働いた分は支払

いが実現するようがんばりましょう


